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１．はじめに

本稿では、瀬戸内盆地部の典型的なため池潅漑地帯である広島県賀茂郡黒瀬町を事例

として、１９８０～９０年代における農村地域社会の急激な変化が、伝統的な農業水利組織に

及ぼした影響について分析する。

古くからのため池潅漑地帯として知られる瀬戸内海の沿岸諸県では、現在でもため池

が全潅漑面積の５０～６０％を潤している。広島県の場合、小規模・零細な池が多く、県内

の池数は約２万１千を数え、全国第２位の数となっている。とりわけ県中南部の賀茂台

地には県内のため池全体の約４分の１が集中し、水田潅漑用水の大部分をため池に依存

している農業集落が多い。黒瀬町は賀茂台地南端部の小盆地に位置する。２級河川・黒

瀬川を始め、いくつかの小河川も流れるが、流量の少なさや河床の低さから、江戸時代

から多くのため池が築造され、潅漑水源として重要な役割を担ってきた。地域農業は衰

退の傾向にあるが、依然として、町内のあちこちでため池を見ることができる。

黒瀬町は広島県内有数の人口急増自治体である。周囲を広島市・呉市・東広島市に囲

まれており、それら都市部のベッドタウンとして、人口の増加傾向がいちじるしい。国

勢調査の結果をたどると、昭和５０年（１９７５）に１０，８９１人であった町人口は、昭和６０年（１９８５）

に１６，７７４人、平成７年（１９９５）に２３，６５２人、そして平成１２年（２０００）には２５，３５１人へと増

加を遂げている。

こうした周辺都市部からの人口流入は、農家世帯中心の農村社会であった黒瀬町を、

多くの非農家を抱え込んだ混住化社会へと急激に変貌させた（注１）。地域社会における非農

業的要素の増大は、江戸時代から続くため池水利組織にも、何らかの影響を与えている
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と考えるべきであろう。

高度成長期以降、農業集落内における農家と非農家の混住化、非農業的要素の増大等

が、地縁単位の共同性の減退、つまり集落機能の低下を引き起こしたことは、全国的傾

向として、しばしば指摘されるところである（注２）。そうした集落の機能低下を背景とし

て、農業水利集団については、水利施設の利用・管理といった本来的機能の変質や解体

も報告されている（注３）。しかし、全国的にみても発表された事例は少なく、とりわけ小規

模なため池を対象とした、分析事例はきわめて乏しいようである。黒瀬町の場合、地域

社会の変化が、ため池水利施設の状態やため池水利集団の活動に、どのような影響を及

ぼしたのであろうか、本稿での分析を通じて明らかにしたい。

２．資料と方法

本稿では、農業水利組織を水利施設（ため池・用水路等）と、それを利用・管理する

水利集団との統一的組織と理解して、ため池に関わる農業水利組織（ため池水利組織）の

分析を進めた（注４）。

分析の資料としては、黒瀬町役場農業開発課の新旧二つのため池調査表（通称・ため

池台帳）を利用した（注５）。一つは昭和５７年（１９８２）当時のもので、もう一つは再調査を経

て平成１３年（２００１）に完成をみたものである。二つの調査表の記載内容に基づいて、た

め池水利組織の実態や特質を追究するとともに、必要に応じて農林業センサス等に基づ

く補足も行った（注６）。

分析の手順は、最初に昭和５７年（１９８２）のため池調査表に基づいて、歴史的に継承さ

れてきた水利組織の実態を明らかにした（注７）。水利施設としてのため池の存在状況にくわ

えて、ため池を利用・管理している水利集団についても取り上げた。そして次に、平成

１３年（２００１）のため池調査表の分析を行った。とくに新旧二つの調査表の内容を比較・

検討することによって、地域社会の変化のなかで、水利施設や水利集団に、どのような

影響がみられたのかを考察した。

なお分析の便宜上、以下では昭和５７年（１９８２）のため池調査表を旧調査表、平成１３年

（２００１）完成のそれを新調査表と呼ぶことにする。

３．ため池水利組織の実態と特質

昭和５７年（１９８２）当時の旧調査表からは、急激な人口増加に伴って地域社会が変化す

る以前の、伝統的なため池水利の姿、つまり歴史的に受け継がれてきたため池水利の実
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態や特質を読み取ることができる。

１）全体的傾向

最初に町内全域を通しての統計的傾向を分析する。表１を掲げる。旧調査表の示す町

内のため池総数は４４７である。複数回答で各池の使用目的を調べているが、４４４の池が農

業用水と記されている。よって本来的な使用目的が貯溜水の農業利用であることは明ら

かで、その他の利用は問題にならない。ちなみに堤体上の農道使用が２８、ゴルフ場、公

園、調整池が各１づつ認められる。

ため池の規模を表す数値として貯水量、受益面積、受益戸数が調査されている。詳し

くは表１に示したが、それらの数値から池１ヶ所当たりの規模をみれば、貯水量３，３３０

m３、受益面積６．９４ha、受益戸数１３．７戸となる。黒瀬町のため池の平均的規模といえよ

う。受益戸数の総計６，１１１戸は当時の農家数１，６５４戸の約３．７倍に相当する。したがって農

家１戸は平均３～４ヶ所のため池と関係を持っていたと解釈できる。また水田面積の総

計は８９７haであったことから、水田１０ha当たりのため池数は約５ヶ所と求められる。さら

に数値を整理して、町内の池全体に関する規模別の階層構成を表示したのが表２であ

る。池総数に占める階層ごとの構成比に注目して、概観すると次ぎのようになる。

貯水量において最も池数の多い階層は１００～５００m３層で約３割を占めている。それに満

たない１００m３未満の零細な池も多く、その数は全体の４分の１にあたる。両階層の池を中

心とした１千 m３未満層の比率は実に６５．３％に達していた。受益面積では１ha以上の受益

地を持つ池が約半数を占める。しかし、それ以下の０．１～０．５ha層も３割を超え、１ha

未満の池の比率は４７．２％となっている。受益戸数をみると、１戸だけの池が全体の３９．６％

と厚く、３７．６％を占める１０戸以上層と好対照を成している。

池数
貯水量総計
（千 m３）

貯水量平均
（千m３）

受益面積総計
（ha）

受益面積平均
（ha）

受益戸数総計
（戸）

受益平均戸数
（戸）

黒瀬町 ４４７（１００．０） １４８６．３７（１００．０） ３．３３ ３０９６．７４（１００．０） ６．９４ ６１１１（１００．０） １３．７

下黒瀬 １３８（３０．９） ２０１．９４（１３．６） １．４６ １０８９．３９（３５．２） ７．８９ １２３８（２０．３） ９．０

中黒瀬 １２０（２６．８） ６５１．２０（４３．８） ５．４３ １２２５．０４（３９．６） １０．２１ ３０５６（５０．０） ２５．５

上黒瀬 ８１（１８．１） ２４４．７５（１６．５） ３．０２ ２５０．３７（ ８．１） ３．０９ ７１２（１１．７） ８．８

板 城 ７３（１６．３） １８７．８２（１２．６） ２．５７ ４３６．９１（１４．１） ５．９９ ７５２（１２．３） １０．３

乃美尾 ３５（ ７．８） ２００．６６（１３．５） ５．７３ ９５．０３（ ３．１） ２．７２ ３５３（ ５．８） １０．１

表１ ため池の分布状況
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こうした規模別階層の概観からは４４７を数える町内のため池の大半が、極めて小規模な

ものであると確認できる。また水田１０ha当たり平均５ヵ所という池分布を考慮すれば、

それら小規模な池が町内全域にわたり散在していたという実態も察せられる。

旧調査表ではため池の所有関係について、池の敷地と施設とを区別して、別々に所有

黒瀬町 下黒瀬 中黒瀬 上黒瀬 板城 乃美尾
貯水量別構成

０．１千 m３未満 １１４（２５．５） ６４（４６．４） １５（１２．５） １４（１７．３） １３（１７．８） ８（２２．９）
０．１～ １３２（２９．５） ４０（２９．０） ２７（２２．５） ３２（３９．５） ２３（３１．５） １０（２８．６）
０．５～ ４６（１０．３） ６（ ４．３） １９（１５．８） １１（１３．６） ８（１１．０） ２（ ５．７）
１～ ９５（２１．３） ２１（１５．２） ３８（３１．７） １２（１４．８） １８（２４．７） ６（１７．１）
５～ ２５（ ５．６） ３（ ２．２） ８（ ６．７） ４（ ４．９） ４（ ５．５） ６（１７．１）
１０～ ２７（ ６．０） ３（ ２．２） １０（ ８．３） ６（ ７．４） ７（ ９．６） １（ ２．９）
５０～ ６（ １．３） １（ ０．７） ２（ １．７） １（ １．２） ０（ ０．０） ２（ ５．７）
１００～ ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
１５０～ １（ ０．２） ０（ ０．０） １（ ０．８） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
２００～ ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
未記入 １（ ０．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（ １．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総計 ４４７（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８１（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

受益面積別構成
０．１ha未満 ２６（ ５．８） ２３（１６．７） ２（ １．７） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（ ２．９）
０．１～ １４０（３１．３） ６７（４８．６） ２１（１７．５） ２４（２９．６） １６（２１．９） １２（３４．３）
０．５～ ４５（１０．１） １２（ ８．７） ５（ ４．２） １１（１３．６） １２（１６．４） ５（１４．３）
１～ ９８（２１．９） ２２（１５．９） ２４（２０．０） ２５（３０．９） ２２（３０．１） ５（１４．３）
５～ ５５（１２．３） ２（ １．４） ２７（２２．５） １０（１２．３） ４（ ５．５） １２（３４．３）
１０～ ６６（１４．８） ４（ ２．９） ３５（２９．２） ８（ ９．９） １９（２６．０） ０（ ０．０）
５０～ ９（ ２．０） ３（ ２．２） ６（ ５．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
１００～ １（ ０．２） １（ ０．７） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
１５０～ ４（ ０．９） ４（ ２．９） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
２００～ ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
未記入 ３（ ０．７） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ３（ ３．７） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総計 ４４７（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８１（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

受益戸数別構成
１戸 １７７（３９．６） ８１（５８．７） ２１（１７．５） ３０（３７．０） ３０（４１．１） １５（４２．９）
２～４ ４３（ ９．６） ２４（１７．４） １２（１０．０） ５（ ６．２） １（ １．４） １（ ２．９）
５～９ ５６（１２．５） １０（ ７．２） １３（１０．８） １１（１３．６） １９（２６．０） ３（ ８．６）
１０～ ７７（１７．２） ６（ ４．３） ３５（２９．２） ２３（２８．４） ４（ ５．５） ９（２５．７）
２０～ ３２（ ７．２） ５（ ３．６） ４（ ３．３） ５（ ６．２） １３（１７．８） ５（１４．３）
３０～ ２４（ ５．４） ４（ ２．９） ９（ ７．５） ３（ ３．７） ６（ ８．２） ２（ ５．７）
５０～ ２７（ ６．０） ６（ ４．３） ２０（１６．７） １（ １．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
１００～ ８（ １．８） ２（ １．４） ６（ ５．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
未記入 ３（ ０．７） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ３（ ３．７） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総計 ４４７（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８１（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

表２ ため池の規模別構成
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者を調べている。こうした調査の背景に関して付言しておけば、ため池を利用・管理し

ている農家や水利集団の意識において、池の敷地（池床・堤防の底地）が町有もしくは

共有であったにせよ、貯溜水をはじめ各種施設に係わる一切の支配権は水利権利者に属

すると認識されている。つまり、ため池水利の実態からいえば、ため池の貯溜水や各種

施設は敷地の所有権とは関係なく、農家や水利集団といった水利権利者の利用・管理に

委ねられており、敷地の所有権とは別個の所有権の客体になっている（注８）。そうした実態

面をふまえて、各池ごとに敷地と施設とを分けて、それぞれの所有者が調査されたので

ある。

表３は、ため池の敷地と施設について、所有者の内訳を表示した。旧調査表には国・

県・町・共有・個人という５つの区分が設けられている。ため池の敷地は個人有が

４４．５％で最も多い。それに次ぐのが町有と共有で２９．８％と２４．２％を占めている。敷地所有

者として問題となるのは以上の３区分で、国立病院内の池など国が敷地を有する池は

１．３％に過ぎず、県有の池は皆無である。施設の方は、それと明らかに異なる傾向を示し

ており興味深い。施設所有者の内訳は町有が皆無となり、共有が６１．３％、個人有が３８．０％

を占めて、両区分だけでほぼ１００％近くに達している。同一の池をみても、その敷地と施

設の所有者は、必ずしも一致するものではないという傾向の存在が確認できよう。

国 町 共有 個人 未記入 総数

ため池敷地所有者

黒瀬町 ６（１．３） １３３（２９．８） １０８（２４．２） １９９（４４．５） １（０．２） ４４７（１００．０）

下黒瀬 ２（１．４） ２０（１４．５） １４（１０．１） １０２（７３．９） ０（０．０） １３８（１００．０）

中黒瀬 ２（１．７） ７９（６５．８） ９（７．５） ３０（２５．０） ０（０．０） １２０（１００．０）

上黒瀬 ２（２．５） ０（０．０） ５４（６６．７） ２４（２９．６） １（１．２） ８１（１００．０）

板 城 ０（０．０） ３２（４３．８） １３（１７．８） ２８（３８．４） ０（０．０） ７３（１００．０）

乃美尾 ０（０．０） ２（５．７） １８（５１．４） １５（４２．９） ０（０．０） ３５（１００．０）

ため池施設所有者

黒瀬町 １（０．２） ０（０．０） ２７４（６１．３） １７０（３８．０） ２（０．４） ４４７（１００．０）

下黒瀬 ０（０．０） ０（０．０） ５７（４１．３） ８１（５８．７） ０（０．０） １３８（１００．０）

中黒瀬 ０（０．０） ０（０．０） ９９（８２．５） ２１（１７．５） ０（０．０） １２０（１００．０）

上黒瀬 １（１．２） ０（０．０） ５２（６４．２） ２６（３２．１） ２（２．５） ８１（１００．０）

板 城 ０（０．０） ０（０．０） ４６（６３．０） ２７（３７．０） ０（０．０） ７３（１００．０）

乃美尾 ０（０．０） ０（０．０） ２０（５７．１） １５（４２．９） ０（０．０） ３５（１００．０）

表３ ため池の所有者構成

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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黒瀬町の場合、そうした傾向には敷地が町有である一方で、施設は水利権者の共有と

いう池の多さが強く影響している。この特徴に考察を加えておけば、基本的には各池の

創設・築造時の事情、その後の改修経過に基づくところが大きいといわざるをえない。

歴史的にみれば施設が共有という池には、江戸時代を通じて藩政村（或いは村内の組）の

入会地に創設されたものが多くみられる。それらの池は地区水利の根幹を成す施設とし

て、明治期から最近に至るまで、さかんに改修・拡張された。明治２２年（１８８９）の町村

制施行に伴う旧村の成立、昭和２９年（１９５４）の旧村合併による黒瀬町の誕生を経て、も

ともと藩政村の入会地内にあった池敷地は村有地から町有地に移管されていったのでは

ないだろうか。ため池の敷地が町有となっても、池の各種施設は江戸時代以来の利用・

管理者たる水利集団の手に委ねられてきたのであろう。また大規模な改修工事に際し

て、池敷地の所有権が共有から町有へと移管された事例も少なくないようである。

２）地区別傾向

表１では町内全域の池数に加え、各地区別の池数も表示した。板城・上黒瀬・乃美尾

・中黒瀬・下黒瀬という５地区は、黒瀬町へ合併された旧村の領域に相当する。各地区

内のため池について、地区別の傾向を明らかにしよう。池数は多い順に下黒瀬１３８

（３０．９％）、中黒瀬１２０（２６．８％）、上黒瀬８１（１８．１％）、板城７３（１６．３％）、乃美尾３５（７．８％）

となっている。かっこ内の％は町内の池総数４４７に占める割合を示す。

ただし、各地区の水田面積や用水源が異なるため、池数の単純な比較は分析上の意味

をあまり持たない。そこで当面の分析の必要な限りにおいて、農林業センサスから各地

区の指標的数値を示しておく。

先にも触れたが、黒瀬町全体の農家数は１，６５４戸、水田面積は８９７haであった。農業集

落の総数は３７であり、何れの集落も水田率９０％前後となっている。３７集落のうち、主要

な農業用水源をため池とする集落が２０あり、全集落の５４％に達する。河川は１４で、全集

落の３８％に当たる。その他にけい流１、ポンプ揚水２も認められる。また３７集落中、１４

集落が集落共有財産としてのため池を所有している。

下黒瀬は農家数４０１戸、水田面積１９７ha、農業集落数５である。主な用水源をため池とす

る集落が３、河川とする集落が２となっている。１集落が共有財産の池を所有している。

中黒瀬は町内で農家数が最も多く、広い水田面積を有する。農家数は５９０戸、水田は２８７

haである。９集落より構成される。その全ての集落が、用水源を専らため池に依存して

いる。それを反映するように、４集落に共有財産の池がみられる。
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上黒瀬には農家数２４３戸、水田面積１４６haが存在する。集落数は９である。河川を主な

用水源とする集落数が４で、ため池に依存する集落数３をうわまわる。残りの２集落は

けい流とポンプ揚水に頼る。ただし共有財産の池を所有する集落も多く、９集落のうち

６集落を占める。

板城は農家数１６７戸、水田面積１０２haで、ともに５地区中の最小値を示す。４集落の用

水源はため池２、河川１、ポンプ揚水１となっている。１集落が共有の池を所有する。

乃美尾は農家数２５３戸、水田面積１６３ha、集落数１０である。主な用水源を河川とする集落

数が７あり、ため池とする集落数３を大きく超えている。共有財産として池を持つ集落

も、１０集落のうち２集落にすぎない。

こうした各地区の特徴を考慮しつつ、旧調査表の集計結果に基づき地区別傾向の分析

を進める。まず水田１０ha当たりの池数をみると下黒瀬７．０、中黒瀬４．２、上黒瀬５．５、板城

７．１、乃美尾２．１となる。ちなみに町内全域を通しての数値は５．０であった。いわば池の分

布密度の比較であるが、下黒瀬と板城の飛び抜けた高さと、乃美尾の対照的な低さが目

立っている。下黒瀬の池数は５地区中で第１位であるが、最も高い池分布を示す板城の

それは第４位であった。やはり池数の単純比較は大きな意味を持たないことが分かる。

下黒瀬と板城の分布密度の高さが、水田用水のため池依存度を反映したものであるこ

とはいうまでもない。両地区には河川やポンプ揚水など、ため池以外の用水源に依存す

る集落も認められる。しかし地区全体としてみれば、用水の必要量を確保することはで

きず、多くのため池を利用・管理していたのであろう。その一方で乃美尾の分布密度の

低さは、主要な農業用水源は河川という集落が全集落の７割を占めていたことから容易

に理解できる。補足しておけば、乃美尾地区では江戸時代から、黒瀬川からの取水口と

して乃美尾井堰を利用・管理してきた。地区内に広がる水田の主要水源として、黒瀬川

の取水が見込めることから、他の地区ほどに、ため池の必要性は生じなかったのであろ

う。また中黒瀬については全集落の用水源がため池であるものの、地区内の水田面積に

比した池数は、下黒瀬と板城ほどに多くないことが分かる。同一の町内といっても、旧

村単位の地区別でみれば、ため池水利の実態には相当な違いのあることが察せられる。

そうした地区別傾向を更に追究する。表１に掲げた池の規模を表す数値を取り上げ

て、各地区ごとの特徴を述べる。町全体の総貯水量に占める比率をみると、中黒瀬４３．８％

が著しく大きく、上黒瀬１６．５％、下黒瀬１３．６％、乃美尾１３．５％、板城１２．６％となる。池１

ヶ所当たりの貯水量は乃美尾５，７３０m３、中黒瀬５，４３０m３が大きく、上黒瀬３，０２０m３、板城

２，５７０m３と続き、下黒瀬１，４６０m３は最も小さい。

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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総受益面積に占める比率では中黒瀬３９．６％、下黒瀬３５．２％の大きさが目立つ。以下は板

城１４．１％、上黒瀬８．１％、乃美尾３．１％と続く。池１ヶ所当たりの受益面積は中黒瀬１０．２１

ha、下黒瀬７．８９haが広く、板城５．９９ha、上黒瀬３．０９ha、乃美尾２．７２haである。

総受益戸数における比率は中黒瀬５０．０％が過半を占め、下黒瀬２０．３％、板城１２．３％、上

黒瀬１１．７％、乃美尾５．８％となっている。池１ヶ所当たりの受益戸数は中黒瀬２５．５戸、板

城１０．３戸、乃美尾１０．１戸、下黒瀬９．０戸、上黒瀬８．８戸となる。

これらの数値からは興味深い地区別傾向が指摘できる。まず中黒瀬・下黒瀬・板城で

は、水田用水の大部分を専らため池へ頼っている。町内でも３地区のため池依存度はか

なり高いと解釈できる。しかし中黒瀬と下黒瀬・板城とでは、ため池の存在状況が異な

るようである。端的にいえば、池１ヶ所当たりの貯水量の格差から分かるように、中黒

瀬には比較的規模の大きな池が多く、それと対照的に下黒瀬・板城では規模の小さな池

が多くなっていた。

また、すでに触れたように、乃美尾の水田用水源は黒瀬川である。町全体の総受益面

積、総受益戸数に、同地区のため池が占める比率の低さは容易に理解できる。しかし、

総貯水量に占める比率は低い値を示しておらず、板城をうわまわってさえいる。これは

池数は少ないものの、規模の大きな池が多いことによる。特徴的なことに、池１ヶ所当

たりの貯水量は５地区中の最大値である。こうした統計的傾向からは、乃美尾地区の農

業水利が河川を主水源としながらも、補助的水源としてのため池を必要としているこ

と、そのために規模の大きな池を利用・管理しているといった実態が察せられよう。表

２の規模別階層構成によって、これらの特徴を確かめておく。

貯水量の階層構成においては、５地区ともに１千 m３未満の小規模な池が最も多い。た

だし、その比率をみると下黒瀬７９．７％、上黒瀬７０．４％が高く、板城６０．３％、乃美尾５７．２％

と続き、中黒瀬は５０．８％で低くなっている。さらに町内総数の４分の１を占める１００m３未

満の池でみると、それぞれの地区の特徴はより明らかになる。各地区内での比率は下黒

瀬４６．４％、乃美尾２２．９％、板城１７．８％、上黒瀬１７．３％、中黒瀬１２．５％の順である。また町

内全域でみると１万 m３以上の池の比率は７．５％であるが、中黒瀬のそれは１０．８％に達

し、板城９．６％、乃美尾８．６％、上黒瀬８．６％と続くが、下黒瀬は２．９％にすぎない。中黒瀬

に比べて他地区には、概して小規模な池が多く、なかでも下黒瀬には零細な池が多かっ

たと確認できよう。

そのことは受益面積や受益戸数の構成からも確かめられる。受益面積１ha未満の池の

占める比率をみても、下黒瀬７４．０％が著しく高く、以下は乃美尾５１．５％、上黒瀬４３．２％、
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板城３８．３％で、中黒瀬２３．４％が最も低くなっている。反対に１０ha以上の比率では、中黒

瀬３４．２％が５地区中で飛び抜けて高く、下黒瀬８．７％は一番低い。受益戸数では全域を通

じて１戸という池が多く、全体の４割を占めていた。それも地区ごとにみると、最も多

いのは下黒瀬で、中黒瀬は最も少ない。その割合は下黒瀬５８．７％、乃美尾４２．９％、板城

４１．１％、上黒瀬３７．０％に対して、中黒瀬１７．５％である。逆に受益戸数の多い池、例えば１０

戸以上の池の比率をみると、中黒瀬の６１．７％は５地区中の最高で、下黒瀬１６．５％は最低と

なっている。

以上の分析結果について、表３の数値を用いながらため池の施設・敷地所有者と関連

づけて述べてみよう。まず敷地には町有の池がみられ、その比率は板城と中黒瀬でかな

り高い。この傾向については先に考察を加えておいた。上黒瀬にみる共有の池の多さは、

同地区の農業集落の過半が共有財産の池を持つことと関係しているのであろう。施設を

みると、下黒瀬を除く４地区では共有という池が多くなっている。その比率は中黒瀬

８２．５％を最高に、上黒瀬６４．２％、板城６３．０％、乃美尾５７．１％で何れも高い。中黒瀬の場

合、敷地や施設が個人有の池の比率が他地区に比して低い点にも注意したい。中黒瀬で

は個人有の池は少なく、比較的規模の大きな共有池が多かったのである。

対象的に下黒瀬では、敷地や施設が個人有という池が非常に多くなっている。個人有

の比率は敷地７３．９％、施設５８．７％に達する。他地区でも個人有の池は多いが、地区内で過

半を超えているのは、下黒瀬だけである。すでにみた下黒瀬における池の零細性は、こ

うした個人有の池の存在に影響されていると解釈できる。なお乃美尾も個人有の池の比

率がやや高くなっている。主な用水源たる河川に加える補助的水源として、共有の大規

模な池と個人有の小規模な池とが混在していたのであろう。

３）施設老朽度

旧調査表にはため池の各種施設の状態に関しても調査結果がみられる。取り上げられ

ているのは、ため池において構造上の３要素と呼ばれる堤体・取水施設・余水吐であ

る（注９）。調査項目に基づいて、各施設の老朽度が大・中・小の３段階で判定されている。

ちなみに堤体は水をせきとめ貯溜するための構造物つまり堤防であり、取水施設は貯

溜水を必要に応じて取り出すための装置、例えば斜樋や底樋をいう。余水吐は満水以上

になった貯溜水を安全に流す施設、即ち越流堰や放水路を指す。

まず各施設の調査結果を集計・整理した表４を掲げる。各施設ともに老朽化はほとん

ど進んでいないようである。町内全域を通してみると、老朽度小の比率が堤体９２．６％、

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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取水施設７０．７％、余水吐９０．８％を占めている。ただし、取水施設ついては老朽度大

１３．４％、老朽度中１４．５％で、他の２施設に比べて老朽度の進展が目につく。下黒瀬と中黒

瀬を中心に樋管等に問題のある池が存在することによる。この傾向について考察する材

料を持たないが、ひとまず両地区のため池依存度を念頭におけば、ごく小規模な池にお

いて、調査対象となった樋管等の装置によらず、電動ポンプ等による代替的な取水方法

が行われていたと解釈することもできよう。

各施設の老朽度を地区別にみても、概して大差は認められず、各地区では良好な施設

状態を維持している池が大部分であったと分かる。先に地区別傾向の分析のなかで、乃

美尾の主要な用水源が河川であったこと、下黒瀬では個人有の池が半数を超えていたこ

と等を指摘しておいた。だからといって、両地区における池施設の状態が劣るものでは

ない点に注意したい。取水施設や余水吐で老朽度大・中の池の比率がやや高いものの、

他地区に比べて特に老朽化が進んでいるとはいえないのである。

このように各地区で共通してみられる池施設の良好な状態からは、ため池の盛んな利

用状況や健全な管理作業が察せられ、地域全体を通じてのため池依存度の高さが再確認

できよう。なお旧調査表では、ため池の管理作業に関して堤防上の草刈回数を調べてい

る。堤防上の草刈は池の維持・管理における最も基本的な作業であるが、その年間回数

黒瀬町 下黒瀬 中黒瀬 上黒瀬 板城 乃美尾
堤 体

老朽度大 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
老朽度中 ３２（ ７．２） １３（ ９．４） １１（ ９．２） ２（ ２．５） ０（ ０．０） ６（１７．１）
老朽度小 ４１４（９２．６） １２５（９０．６） １０９（９０．８） ７８（９６．３） ７３（１００．０） ２９（８２．９）
未 記 入 １（ ０．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（ １．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総 計 ４４７（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８１（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

取水施設
老朽度大 ６０（１３．４） ３２（２３．２） １８（１５．０） ２（ ２．５） ４（ ５．５） ４（１１．４）
老朽度中 ６５（１４．５） １８（１３．０） ４０（３３．３） ２（ ２．５） ０（ ０．０） ５（１４．３）
老朽度小 ３１６（７０．７） ８８（６３．８） ６０（５０．０） ７３（９０．１） ６９（９４．５） ２６（７４．３）
未 記 入 ６（ １．３） ０（ ０．０） ２（ １．７） ４（ ４．９） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総 計 ４４７（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８１（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

余 水 吐
老朽度大 ３２（ ７．２） １６（１１．６） ８（ ６．７） ０（ ０．０） ４（ ５．５） ４（１１．４）
老朽度中 ６（ １．３） ３（ ２．２） １（ ０．８） ０（ ０．０） １（ １．４） １（ ２．９）
老朽度小 ４０６（９０．８） １１９（８６．２） １０９（９０．８） ８０（９８．８） ６８（９３．２） ３０（８５．７）
未 記 入 ３（ ０．７） ０（ ０．０） ２（ １．７） １（ １．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総 計 ４４７（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８１（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

表４ ため池の施設老朽度（Ⅰ）
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は１回の池が３８．５％、２回の池が３６．９％、３回の池が０．４％、未記入２４．２％であった。多

くの池では、利用者による管理作業が徹底していたことを物語る数値といえよう。そこ

で分析を更に進め、水利施設としてのため池の存在状況をふまえ、その利用・管理主体

たる水利集団や農家についても考察を加えておく。

表５は利用・管理主体別に各施設の老朽度を表示する。各施設の老朽度を池施設の利

用・管理主体（施設所有者）と関連づけたものである。池施設の国有は１ヶ所だけ、県

有と町有は皆無なので、利用・管理主体としての対象は共有・個人有の２つとなる。共

有・個人有の施設ともに良好な管理下にある池が大部分で、表５における老朽度の傾向

に大差はない。したがって両主体とも継続的な維持管理作業が察せられ、基本的に利用

・管理主体としての能力差を看取することはできない。老朽度小の比率をみると、共有

の池が堤体９１．６％、取水施設７２．３％、余水吐９４．９％、個人有の池が堤体９５．９％、取水施設

６９．４％、余水吐８４．７％である。あえていえば、個人有の池で取水施設や余水吐の老朽度大

の比率がやや大きくなっている。取水施設は先に述べた取水方法も想定できることか

国 共有 個人 未記入 総計

堤 体

老朽度大 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）

老朽度中 １（１００．０） ２３（ ８．４） ７（ ４．１） １（５０．０） ３２（ ７．２）

老朽度小 ０（ ０．０） ２５１（９１．６） １６３（９５．９） ０（ ０．０） ４１４（９２．６）

未 記 入 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（５０．０） １（ ０．２）

総 計 １（１００．０） ２７４（１００．０） １７０（１００．０） ２（１００．０） ４４７（１００．０）

取水施設

老朽度大 ０（ ０．０） ３１（１１．３） ２９（１７．１） ０（ ０．０） ６０（１３．４）

老朽度中 ０（ ０．０） ４４（１６．１） ２１（１２．４） ０（ ０．０） ６５（１４．５）

老朽度小 ０（ ０．０） １９８（７２．３） １１８（６９．４） ０（ ０．０） ３１６（７０．７）

未 記 入 １（１００．０） １（ ０．４） ２（ １．２） ２（１００．０） ６（ １．３）

総 計 １（１００．０） ２７４（１００．０） １７０（１００．０） ２（１００．０） ４４７（１００．０）

余 水 吐

老朽度大 １（１００．０） ８（ ２．９） ２４（１４．１） ０（ ０．０） ３３（ ７．４）

老朽度中 ０（ ０．０） ６（ ２．２） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ６（ １．３）

老朽度小 ０（ ０．０） ２６０（９４．９） １４４（８４．７） １（５０．０） ４０５（９０．６）

未 記 入 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ２（ １．２） １（５０．０） ３（ ０．７）

総 計 １（１００．０） ２７４（１００．０） １７０（１００．０） ２（１００．０） ４４７（１００．０）

表５ ため池の施設老朽度（Ⅱ）

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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ら、この数値が直ちに維持管理作業の停滞を反映したものとはいえない。

基本的に個人有の池は、それを所有する農家１戸だけを利用・管理主体としている。

そのため何度か触れたように小規模・零細な池が中心で、河川や共有池の補助的水源の

意味を持つ池も多かった。個人有池の大部分が良好な管理状態を示すことは、そうした

池にも頼らざるを得ないという水利事情の反映なのであろう。地域水利の特質に関わっ

て追究すべき問題を含んでいるが、各地区における池水利の中核が、比較的規模の大き

な共有池であったことに着目しつつ、共有池の利用・管理主体に限って述べてみたい。

旧調査表は水利施設としての実態面の把握に重点が置かれ、利用・管理主体に関する

踏み込んだ調査は行っていない。そのため農林業センサス（農業集落調査）から補足し

て分析を進める。町内の集落総数は３７であるが、そのうち１４集落が集落共有財産として

のため池を所有していた。各集落での農業用水の管理主体をみても、集落管理によるも

のが１４集落で最も多く、全集落の３７．８％を占めている。旧調査表にみる共有池の過半は

集落の共有財産として存在し、集落機能に基づく共同作業によって維持管理されていた

のであろう。なお集落単位の共同作業を組織して、集落内の用排水路の管理を行う集落

は３４を数え、全集落の９割を超えていた。町内全域を通じて、共同性を基礎とする集落

機能は、かなり強固なものであったと確認できよう。

集落以外の管理主体は、水利組合６集落（全集落の１６．２％）、土地改良区７集落

（１８．９％）、その他１０集落（２７．０％）となっていた。この結果から、共有池には集落管理の

池と並んで、水利組合等の水利集団の管理下にある池が存在していたと分かる。水利組

合と呼ばれても、内実は法人格を持たない集落単位の申し合わせ組合（任意団体）のこ

とである。またその他とは、集落内の共有池を利用する農家によって組織された任意団

体によるものを指している。したがって池を利用・管理する水利集団として、両主体の

間に実質的な違いはない。どちらも農家の地縁集団を単位としており、その共同性に基

づいて維持管理作業を行っている。一定区域内の地縁集団の共同性を基礎としている点

では、集落管理の場合と大きな差はない。

また土地改良区の管理が乃美尾の７集落にみられる。これは乃美尾土地改良区による

ものを指す。乃美尾の全集落を管轄下とするが、第一義的には黒瀬川からの取水口たる

乃美尾井堰と、それからの幹線水路を利用・管理するための組織である。ため池など水

利施設の日常的な維持・管理作業は各集落単位の共同作業に委ねられており、地縁集団

の共同性に基づく外の管理主体の場合と、実質的な性格が大きく異なるものではない。

以上の分析から明らかとなったように、旧調査表にみる共有池は、その利用・管理主
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体たる集落や水利集団の共同作業よって維持管理されていた。そうした共同作業は利用

・管理主体を異にしながらも、何れも地縁集団の共同性を基礎としていた。

したがって、昭和５７年（１９８２）当時の旧調査表において、町内の共有ため池の大部分

が良好な施設状態にあったということは、各地区内の集落や水利集団が、利用・管理主

体としての基本的役割、即ち共同作業による施設管理を十分に果たしていたことを物

語っているのである。

４．地域社会の変化とため池水利

昭和５７年（１９８２）作成の旧調査表を更新するため、数次の再調査を経て、平成１３年（２００１）

に新たな調査表が完成をみた。更新されるまでの期間は、黒瀬町が大きく変化した時期

と重なっている。新旧調査表の内容を比較・分析することによって、地域社会の変化の

過程で、ため池がどのような状態に置かれて行ったのかを明らかにすることができるの

である。

１）全体的傾向

新調査表の示す町内のため池総数は４２１である。旧調査表のそれは４４７で、新調査表に

は池の新造１（後述の黒瀬ダム）、池の消滅２７が記録されている。消滅の理由は、道路・

宅地・工場用地等に造成が２１、埋没等による所在不明が６となっている。１９年間で全体

の約６％に当たる池が消滅したことになるが、地域社会の急激な変化の中にあって、た

め池の消滅事例は意外に少ない。このことは、ため池が依然として、農業用水源として

の本来的な機能を果たし続けていることを示しているのであろうか。その点を確かめる

ために、旧調査表と新調査表を照合して、各池ごとに追跡調査を行ってみた。

結果は表６として掲げた。現存のため池総数４２１のうち、継続して使用されている池

３３６、受益地消失により放置されている池８５という数値が得られた。また、各池の使用目

的を集計すると、主として農業用水３３２、主として農業用水以外５、ほとんど利用してい

黒瀬町 下黒瀬 中黒瀬 上黒瀬 板 城 乃美尾
継 続 し て 使 用 ３３６（７５．０） ９７（７０．３） １０１（８４．２） ５６（６８．３） ５８（７９．５） ２４（６８．６）
受益消失により放置 ８５（１９．０） ３３（２３．９） １６（１３．３） １９（２３．２） １０（１３．７） ７（２０．０）
消 滅 ２７（ ６．０） ８（ ５．８） ３（ ２．５） ７（ ８．５） ５（ ６．８） ４（１１．４）
総 計 ４４８（１００．０） １３８（１００．０） １２０（１００．０） ８２（１００．０） ７３（１００．０） ３５（１００．０）

表６ ため池の追跡調査

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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ない８４となる。ほとんど利用していないと記された８４の池、つまり現状では使用目的を

有しない池は、受益地消失により放置されていた８５の池とほぼ一致している。

これらの数値からは、やはり、地域社会の変化の中で、ため池の利用・管理に関わる

状況も大きく変わったということが察せられよう。新調査表の４２１というため池総数は、

１９年の間に消滅した池はごく少数で、大部分の池がそのまま現存することを示してい

る。しかし、それぞれの池が本来的な機能を果たし続けていること、いいかえれば農業

用水源として健全な利用・管理状態にあることを意味しているわけではない。総数の２

割にあたる池は、受益地を失い、利用も管理もされないまま、放置されるに至っていた

のである。もっとも、農業経営上、ため池への依存度が依然として高く、継続使用中の

池が総数の８割を占めていることも見落とすべきではない。しかし旧調査表で、ほぼ全

ての池が農業用に利用され、概して良好な管理下にあったことを考慮すれば、新調査表

で利用も管理もされない池が現れたということは、非常に注目すべき傾向といえよう。

そこで町内に現存するため池を、継続して使用されている池（以下、継続ため池と称

す）と、受益地消失により放置されている池（以下、放置ため池と称す）とに２大別し

て、新調査表の整理・集計を行った。

最初に、水利施設としてのため池の存在状況について、町内全域を通しての統計的傾

向をみておこう。表７と表８は、それぞれ継続ため池、放置ため池について、池の規模

を表す数値を表示している。

まず継続ため池からみると、池１ヶ所当たりの規模は、貯水量６，０１０m３、受益面積８．３

ha、受益戸数１７．７戸となり、現在利用中のため池の平均的規模がわかる。旧調査表のそれ

と比較した場合（表１参照）、池数の減少にもかかわらず、いずれの数値にも増大が認め

られる。とくに貯水量の伸びが目立つことから、旧調査表の作成後、昭和６３年（１９８８）に

竣工した黒瀬ダムの存在も影響しているのであろう。黒瀬ダムは町内の農業用ため池と

しては飛び抜けた規模を持ち、貯水量６７０，０００m３、受益面積３１５ha，受益戸数３９５戸であっ

た。

ただし、継続ため池の集計分がこうした黒瀬ダムの分を含んでいるにしても、地域の

ため池水利全体でとらえれば、零細規模のため池利用を縮小させながら、より規模の大

きなため池への依存を高めるといった傾向が強まっているのではないだろうか。また水

田面積の総計６３４haに対応させて、水田１０ha当たりの継続ため池数を算出すると、旧調査

表時点と同数の約５ヶ所となる。興味ぶかいことに、町全体の水田面積が減少する一方

で、現存の水田面積当たりの池数はほとんど変動していないのである。農業経営におけ
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るため池潅漑への依存度の高さ、あるいは農業用水源としてのため池の重要度が再確認

できよう。

すでに述べたように、放置ため池とは、新調査表で受益地消失により放置と明記され

た池のことをいう。受益地は無くなったが、ため池だけは残っているという事例である。

旧調査表の作成以降における水田面積の減少傾向が、放置ため池の発生と強く関連して

いることは言うまでもない。放置ため池について、新調査表では各池の貯水量と受益戸

数だけを記している。受益面積は原則皆無であり、受益戸数も現状の受益を意味するの

ではなく、権利を持つ農家数を表すにすぎない。放置ため池１ヶ所の平均的規模は、貯

水量３７０m３、受益戸数２．９戸にとどまり、継続ため池に比べて、著しく零細な規模が明ら

かとなる。

また現地調査によって、放置ため池８５のうち、半数を超える４４の池が、水の溜まって

いない空池であったとも記録されている。すでに水利施設としての機能を事実上喪失し

ている池も少なくなかったのであろう。農家の利用・管理が停止した結果、ため池が荒

池数
貯水量総計
（千 m３）

貯水量平均
（千 m３）

受益戸数総計
（戸）

受益平均戸数
（戸）

黒瀬町 ８５（１００．０） ３１．６９（１００．０） ０．３７ ２４８（１００．０） ２．９２

下黒瀬 ３３（３８．８） １０．４４（３２．９） ０．３２ １１５（４６．４） ３．４８

中黒瀬 １６（１８．８） ８．２８（２６．１） ０．５２ ４２（１６．９） ２．６３

上黒瀬 １９（２２．４） ４．０３（１２．７） ０．２１ ４３（１７．３） ２．２６

板 城 １０（１１．８） ７．２７（２２．９） ０．７３ ３９（１５．７） ３．９０

乃美尾 ７（ ８．２） １．６７（ ５．３） ０．２４ ９（ ３．６） １．２９

池数
貯水量総計
（千 m３）

貯水量平均
（千m３ ）

受益面積総計
（ha）

受益面積平均
（ha）

受益戸数総計
（戸）

受益平均戸数
（戸）

黒瀬町 ３３６（１００．０）２０１８．６８（１００．０） ６．０１ ２７９０．０９（１００．０） ８．３０ ５９５７（１００．０） １７．７３

下黒瀬 ９７（２８．９） １７３．１０（ ８．６） １．７８ ６４２．５２（２３．０） ６．６２ １２００（２０．１） １２．３７

中黒瀬 １０１（３０．１） ６６９．７７（３３．２） ６．６３ １１５５．５２（４１．４） １１．４４ ２７７９（４６．７） ２７．５１

上黒瀬 ５６（１６．７） ８２８．５８（４１．０） １４．８０ ５０８．０５（１８．２） ９．０７ ９８７（１６．６） １７．６３

板 城 ５８（１７．３） １４０．０７（ ６．９） ２．４２ ４０３．１（１４．４） ６．９５ ６９８（１１．７） １２．０３

乃美尾 ２４（ ７．１） ２０７．１５（１０．３） ８．６３ ８０．９（ ２．９） ３．３７ ２９３（ ４．９） １２．２１

表７ 継続ため池の分布状況

表８ 放置ため池の分布状況

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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廃するといった事例も町内各地でみられるようになった実態を浮かびあがらせていると

いえよう。

この点は表９からも確かめられるようである。ため池に溜まった堆砂に関する調査結

果を表示している。継続ため池、放置ため池ともに不明の池が多いものの、放置ため池

の多くが堆砂の進行にみまわれているとわかる。空池が常態化したり、堆砂が進行すれ

ば、やがては草木や土砂におおわれ、ため池自体が埋没・消滅してしまうのである。

２）地区別傾向

旧調査表の分析と同様に、旧村単位で、ため池の分布状況をみてみよう。表７と表８

は継続ため池、放置ため池について、地区別の池数も表示している。

継続ため池の池数は、多い順に中黒瀬１０１（３０．１％）、下黒瀬９７（２８．９％）、板城５８

（１７．３％）、上黒瀬５６（１６．７％）、乃美尾２４（７．１％）である。かっこ内の％は総数３３６に占め

る割合を示す。旧調査表（表１参照）と比べて、中黒瀬と下黒瀬の順位が入れ替わった

が、地区別の分布傾向に大きな変動は認められない。もっとも旧調査表の分析で指摘し

たように、水田面積やため池への依存度が地区ごとに異なるため、池数の単純比較はあ

まり有効ではない。

そこで各地区の水田面積に応じて水田１０ha当たりの池数を求めると、板城７．３、下黒瀬

６．３、上黒瀬５．８、中黒瀬５．２、乃美尾２．２という数値が得られた。同一の順位であるだけで

なく、各地区の数値自体も旧調査表当時と非常に近い値になっている。板城・下黒瀬の

高さと、乃美尾の対照的な低さという特徴もそのままである。こうしたため池への依存

黒瀬町 下黒瀬 中黒瀬 上黒瀬 板 城 乃美尾
継続ため池

１０％未満 １１６（３４．５） ３５（３６．１） ３４（３３．７） １８（３２．１） ２１（３６．２） ８（３３．３）
１０～３０％未満 ６４（１９．０） ３２（３３．０） ２０（１９．８） ５（ ８．９） ４（ ６．９） ３（１２．５）
３０％以上 １４（ ４．２） ２（ ２．１） ７（ ６．９） １（ １．８） ２（ ３．４） ２（ ８．３）
不 明 １４２（４２．３） ２８（２８．９） ４０（３９．６） ３２（５７．１） ３１（５３．４） １１（４５．８）
総 計 ３３６（１００．０） ９７（１００．０） １０１（１００．０） ５６（１００．０） ５８（１００．０） ２４（１００．０）

放置ため池
１０％未満 ９（１０．６） ４（１２．１） １（ ６．３） ２（１０．５） １（１０．０） １（１４．３）
１０～３０％未満 ２０（２３．５） １９（５７．６） ０（ ０．０） １（ ５．３） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
３０％以上 ９（１０．６） ７（２１．２） １（ ６．３） ０（ ０．０） １（１０．０） ０（ ０．０）
不 明 ４７（５５．３） ３（ ９．１） １４（８７．５） １６（８４．２） ８（８０．０） ６（８５．７）
総 計 ８５（１００．０） ３３（１００．０） １６（１００．０） １９（１００．０） １０（１００．０） ７（１００．０）

表９ 堆砂の進行状況
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度を反映した地区別傾向は、継続使用中の池数の減少にもかかわらず、旧調査表当時か

らほとんど変動していない。利用・管理が継続されているため池グループに限っていえ

ば、地域社会の変化はため池水利にさほど強い影響を与えていないということなのであ

ろうか。

継続ため池の池数を、旧調査表の池数と比べてみると下黒瀬１３８→９７（－４１）、中黒瀬１２０

→１０１（－１９）、上黒瀬８１→５６（－２５）、板城７３→５８（－１５）、乃美尾３５→２４（－１１）となる。

かっこ内の減少池数は、消滅した池と放置ため池を合算した数値と一致するが、下黒瀬

の減少数がとくに目立っており、上黒瀬がそれに続いていた。

放置ため池の地区別分布は下黒瀬３３（３８．８％）、上黒瀬１９（２２．４％）、中黒瀬１６（１８．８％）、

板城１０（１１．８％）、乃美尾７（８．２％）となっている。かっこ内の％は総数８５に占める割合。

また１９年間で消滅した池２７の分布は下黒瀬８、上黒瀬７、板城５、乃美尾４、中黒瀬３

であった。消滅したため池、放置ため池ともに、やはり下黒瀬と上黒瀬において発生数

が多くなっていたと確認できる。

放置ため池については、こうした分布傾向の外に、とりたてて指摘するほどの地区別

特徴は見当たらない。貯水量、受益戸数をみても、零細規模の池ということでは全く共

通している。そこで放置ため池の分布傾向を、水田面積の減少と関連づけて、さらに詳

しくみてみよう。

表１０は、黒瀬町における水田面積の推移を掲げたものである。旧調査表の作成時から、

新調査表の更新時までの期間に合わせて、昭和５５年（１９８０）から平成１２年（２０００）までの

動きを表示した。地域社会の急激な変化を反映して、水田面積の大幅な減少が明らかに

１９８０年 １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年

黒 瀬 町 ８９７ ８８２ ８２６ ６９１ ６３６

下 黒 瀬 １９７ １９５ １８８ １５５ １５４

中 黒 瀬 ２８７ ２８１ ２５６ ２１３ １９６

上 黒 瀬 １４６ １４５ １３１ １１０ ９７

板 城 １０２ １０２ ９４ ８２ ７９

乃 美 尾 １６３ １６０ １５６ １３２ １１０

表１０ 水田面積の推移

（単位：ha）

注１）農林業センサスにより作成
２）経営耕地面積のうち田の分を表示した

ため池潅漑地帯における農村地域社会の変化と農業水利組織
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なっている。

地区別に２０年間の水田減少率をみると、上黒瀬３３．６％、乃美尾３２．５％、中黒瀬３１．７％、

板城２２．５％、下黒瀬２１．８％となる。町内全域を通して減少率は２９．１％である。最も多数の

放置ため池をかかえる下黒瀬が、一番低い減少率を示している点に注意したい。それぞ

れの受益地消失が当該ため池の利用・管理の停止へと、ほぼ直結することは事実であろ

う。しかし、必ずしも地区全体での水田減少面積の大きさが、放置ため池の発生数へと

影響を与えているわけではないようである。各地区での放置ため池の発生は、水田面積

の減少を直接的要因としながらも、地区ごとのため池水利の特性やそれぞれのため池の

存在状況（規模・所有者・立地等）に規定されていたと理解すべきであろう。

旧調査表の分析で明らかにしておいたように、下黒瀬には個人有の零細なため池が非

常に多かった。他地区でも個人有の池は多いが、地区内のため池の過半を超えているの

は、下黒瀬だけだったのである。そうした池の多くは、経営条件の良くない山沿いの耕

地に付属したものであった。下黒瀬における放置ため池の多発は、実態としては、山沿

いでの耕作放棄と関わって、ため池も放置される事例が増加したからなのである。この

経過は上黒瀬でもほぼ同様に指摘できる。放置ため池に占める個人有池の比率をみたと

き、下黒瀬・上黒瀬の数値が他地区よりかなり高いことからも察せられよう（後掲の表

１３参照）。

３）施設老朽度

旧調査表に引き続き、新調査表でもため池施設の老朽度調査が行われた。ため池に対

する防災面の関心の高まりを反映して、各種の施設状態に関する調査項目はかなり増え

ている。しかし、ここでは旧調査表の分析と同様に、堤体・取水施設・余水吐といった

主要な３施設を取り上げて、新調査表更新時までの期間（１９年間）における、老朽度の

推移を明らかにすることにした。

表１１、表１２は、継続ため池、放置ため池について、主要３施設の調査結果を表示した

ものである。

まず継続ため池をみよう。旧調査表の調査結果（表４参照）からは、老朽化の進展と

いえるほどの状態はほとんど認められなかった。町内全域を通してみると、老朽度小の

比率は堤体９２．６％、取水施設７０．７％、余水吐９０．８％に達していた。ところが、新調査表の

それは堤体１４．６％、取水施設６０．７％、余水吐３４．５％にまで低下している。かわって老朽度

中が上昇し、堤体８０．７％、取水施設２５．０％、余水吐５４．８％を占めるに至った。継続利用・
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管理されているため池において、ついに老朽化の進展が確かめられるようになったので

ある。利用中であるにもかかわらず、取水施設の老朽度大が１４．０％を占め、余水吐のな

い池も存在する事実は、象徴的とさえいえよう。地区別の傾向には大差ないが、上黒瀬

について、取水施設の老朽度大３０．４％という比率の大きさが目立っている。

黒瀬町 下黒瀬 中黒瀬 上黒瀬 板 城 乃美尾
堤 体

老 朽 度 大 １６（ ４．８） ２（ ２．１） ６（ ５．９） ２（ ３．６） ６（１０．３） ０（ ０．０）
老 朽 度 中 ２７１（８０．７） ９１（９３．８） ７７（７６．２） ４６（８２．１） ４３（７４．１） １４（５８．３）
老 朽 度 小 ４９（１４．６） ４（ ４．１） １８（１７．８） ８（１４．３） ９（１５．５） １０（４１．７）
総 計 ３３６（１００．０） ９７（１００．０） １０１（１００．０） ５６（１００．０） ５８（１００．０） ２４（１００．０）

取水施設
老 朽 度 大 ４７（１４．０） ９（ ９．３） １２（１１．９） １７（３０．４） ８（１３．８） １（ ４．２）
老 朽 度 中 ８４（２５．０） ２６（２６．８） ２７（２６．７） １７（３０．４） １０（１７．２） ４（１６．７）
老 朽 度 小 ２０４（６０．７） ６２（６３．９） ６２（６１．４） ２１（３７．５） ４０（６９．０） １９（７９．２）
不 明 １（ ０．３） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（ １．８） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
総 計 ３３６（１００．０） ９７（１００．０） １０１（１００．０） ５６（１００．０） ５８（１００．０） ２４（１００．０）

余 水 吐
老 朽 度 大 ３０（ ８．９） １０（１０．３） ６（ ５．９） ６（１０．７） ６（１０．３） ２（ ８．３）
老 朽 度 中 １８４（５４．８） ５５（５６．７） ５２（５１．５） ３０（５３．６） ３６（６２．１） １１（４５．８）
老 朽 度 小 １１６（３４．５） ３２（３３．０） ４１（４０．６） １８（３２．１） １４（２４．１） １１（４５．８）
余水吐なし ６（ １．８） ０（ ０．０） ２（ ２．０） ２（ ３．６） ２（ ３．４） ０（ ０．０）
総 計 ３３６（１００．０） ９７（１００．０） １０１（１００．０） ５６（１００．０） ５８（１００．０） ２４（１００．０）

黒瀬町 下黒瀬 中黒瀬 上黒瀬 板 城 乃美尾
堤 体

老朽度大 １２（１４．１） ２（ ６．１） ２（１２．５） ７（３６．８） ０（ ０．０） １（１４．３）
老朽度中 ６６（７７．６） ３１（９３．９） １０（６２．５） １１（５７．９） ９（９０．０） ５（７１．４）
老朽度小 ７（ ８．２） ０（ ０．０） ４（２５．０） １（ ５．３） １（１０．０） １（１４．３）
総 計 ８５（１００．０） ３３（１００．０） １６（１００．０） １９（１００．０） １０（１００．０） ７（１００．０）

取水施設
老朽度大 ５３（６２．４） １６（４８．５） １３（８１．３） １６（８４．２） ２（２０．０） ６（８５．７）
老朽度中 ２７（３１．８） １４（４２．４） ３（１８．８） ３（１５．８） ６（６０．０） １（１４．３）
老朽度小 ５（ ５．９） ３（ ９．１） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ２（２０．０） ０（ ０．０）
総 計 ８５（１００．０） ３３（１００．０） １６（１００．０） １９（１００．０） １０（１００．０） ７（１００．０）

余 水 吐
老朽度大 ２５（２９．４） ９（２７．３） ７（４３．８） ６（３１．６） １（１０．０） ２（２８．６）
老朽度中 ４０（４７．１） １７（５１．５） ３（１８．８） １２（６３．２） ６（６０．０） ２（２８．６）
老朽度小 ２０（２３．５） ７（２１．２） ６（３７．５） １（ ５．３） ３（３０．０） ３（４２．９）
総 計 ８５（１００．０） ３３（１００．０） １６（１００．０） １９（１００．０） １０（１００．０） ７（１００．０）

表１１ 継続ため池の施設老朽度（Ⅰ）

表１２ 放置ため池の施設老朽度
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放置ため池の場合、利用・管理の停止によって、各種施設の状態は悪化の一途をたどっ

ている。継続ため池と比較する意味で、老朽度小の比率をみると堤体８．２％、取水施設

５．９％、余水吐２３．５％で、いずれも一段と低い数値を示す。堤体は老朽度中７７．６％、取水

施設は老朽度大６２．４％・同中３１．８％、余水吐は老朽度中４７．１％・同大２９．４％に達してお

り、老朽化の著しい進行状況を知ることができる。

とりわけ取水施設について、状態の悪化が目立っている。３施設の中で取水施設が、

一番良い状態であった継続ため池の場合とは、対照的な傾向といえよう。放置ため池の

取水施設における老朽度の高さは、樋管等の破損（あるいはそれを更新できないこと）

が、受益地とため池の放棄に結果したという経過を物語っていると言えないこともな

い。表１３が示すように、放置ため池の施設所有者は共有と個人有に限られ、共有の場合

でも数人といった池が多い。実際に、個人有や数人有の零細規模のため池においては、

樋管破損に伴う放棄事例が少なからず見受けられるのである。

このように新調査表によれば、放置ため池の施設老朽化は激しく、水利施設としての

機能をもはや失いつつある池までも現れている。しかし、どの池もが旧調査表当時まで

は、受益地の用水源として利用され、施設管理が行われていたのである。１９年後の新調

査表に至って、８５ヶ所もの放置ため池が発生したことは、やはり注目すべき変化だと言

わざるをえない。

また、他方で継続利用中のため池において、老朽化の進展が明瞭に認められるように

なったことも、非常に大きな変化だと指摘することができよう。先に、利用・管理が継

続中のため池グループに限れば、水田１０ha当たりの池数が変動してない点をとらえて、

地域社会の変化はため池水利にさほど影響を与えていなかのではないかと述べておい

た。実際のところは、各種施設の老朽化といった注目すべき動きが起こっていたのであ

共 有 個 人 総 計

黒瀬町 ３５（４１．２） ５０（５８．８） ８５（１００．０）

下黒瀬 ９（２７．３） ２４（７２．７） ３３（１００．０）

中黒瀬 １０（６２．５） ６（３７．５） １６（１００．０）

上黒瀬 ８（４２．１） １１（５７．９） １９（１００．０）

板城 ７（７０．０） ３（３０．０） １０（１００．０）

乃美尾 １（１４．３） ６（８５．７） ７（１００．０）

表１３ 放置ため池の施設所有者構成
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る。そのことは地域社会の急激な変貌過程を通じて、ため池の利用・管理主体が施設管

理の能力を失い始めたということなのではないだろうか。

そこで本節の締めくくりに、継続ため池を対象として、その利用・管理主体（施設所

有者）と施設老朽度との関係を取り上げてみたい。

表１４は、継続ため池の施設所有者、つまり利用・管理主体の構成を表示したものであ

る。旧調査表と比べると、皆無だった町有が６．３％に増えたものの、共有と個人有で大部

分を占め、所有構成には大きな変動は認められない。共有はほぼ同率の５９．８％、個人有

はやや低下して３３．３％になっている。なお町有の増加は、町費投入による改修工事にあ

たり、施設が地元から町へと移管された事例の発生による。

表１５は、利用・管理主体別に、各施設の老朽度を表示しているが、旧調査表と同様に、

主な分析対象とするのは共有と個人有の施設だけである。旧調査表では共有・個人有と

もに、３施設いずれも老朽度小の比率がかなり高く、良好な施設状態にくわえて、利用

者による管理作業の徹底を確かめることができた。

新調査表によれば、取水施設以外の２施設で老朽度中の比率が高く、老朽化の進展、

すなわち管理作業の停滞が明らかとなっている。全般的に各施設の老朽度は上昇してお

り、共有と個人有との間で、老朽化の進展傾向が大きく異なる訳ではない。各施設の老

朽度を細かくみれば、個人有の方がやや高いことは確かめられる。ただ、だからといっ

て、共有よりも個人有の管理が一層疎かになっていると即断できるほどではないようで

ある。共有・個人有の池を問わず、ため池利用者の施設管理機能は低下傾向にあると理

解すべきであろう。

５．むすびに

日本の農業水利において、集落に代表される地縁集団を基礎とした水利集団の果たす

国 町 共有 個人 総計

黒 瀬 町 ２（０．６） ２１（６．３） ２０１（５９．８） １１２（３３．３） ３３６（１００．０）

下 黒 瀬 ０（０．０） ２（２．１） ４２（４３．３） ５３（５４．６） ９７（１００．０）

中 黒 瀬 ０（０．０） ３（３．０） ８２（８１．２） １６（１５．８） １０１（１００．０）

上 黒 瀬 ２（３．６） １（１．８） ３７（６６．１） １６（２８．６） ５６（１００．０）

板 城 ０（０．０） １５（２５．９） ２１（３６．２） ２２（３７．９） ５８（１００．０）

乃 美 尾 ０（０．０） ０（０．０） １９（７９．２） ５（２０．８） ２４（１００．０）

表１４ 継続ため池の施設所有者構成
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役割は大きい。水利施設の日常的な維持管理は水利集団の共同作業なしには成立しえな

いのである。そして、そうした傾向は施設や用水に対してきめ細かな管理が要求される

ため池潅漑地帯において、一層顕著に認められるといわれている（注１０）。

瀬戸内海の沿岸諸県において、ため池潅漑に関わって水利施設の維持管理を行ってい

る農業水利集団の多くが、江戸時代以来の長い歴史を持つものである。黒瀬町でも、た

め池の利用・管理主体たる集落や水利集団のほとんどが、江戸時代の村や村内の組につ

ながる歴史を有している（注１１）。各地区の集落や水利集団は、江戸時代から現在に至るま

で、地縁単位の共同性に基づく共同作業を組織し、ため池施設の維持管理を続けてき

た（注１２）。本稿の前半で分析した昭和５７年（１９８２）の旧ため池調査表には、歴史的に継承さ

れてきた伝統的なため池水利の実態や特質が色濃く反映されていたのである。

旧調査表の分析で指摘したように、黒瀬町内各地区におけるため池水利の中核は比較

的規模の大きな共有池であった。平成１３年（２００１）の新ため池調査表には、共有池の主

要施設について、いずれも老朽度の上昇が明瞭に示されていた。今後も、施設の老朽化

が進めば、農業用水源としてのため池の機能は大幅に低下すると考えられる。共有池の

国 町 共有 個人 総計

堤 体

老朽度大 ０（ ０．０） ３（１４．３） ９（ ４．５） ４（ ３．６） １６（ ４．８）

老朽度中 ２（１００．０） １１（５２．４） １５２（７５．６） １０６（９４．６） ２７１（８０．７）

老朽度小 ０（ ０．０） ７（３３．３） ４０（１９．９） ２（ １．８） ４９（１４．６）

総 計 ２（１００．０） ２１（１００．０） ２０１（１００．０） １１２（１００．０） ３３６（１００．０）

取水施設

老朽度大 ０（ ０．０） ４（１９．０） ２６（１２．９） １７（１５．２） ４７（１４．０）

老朽度中 ０（ ０．０） ４（１９．０） ５２（２５．９） ２８（２５．０） ８４（２５．０）

老朽度小 １（５０．０） １３（６１．９） １２３（６１．２） ６７（５９．８） ２０４（６０．７）

不 明 １（５０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（ ０．３）

総 計 ２（１００．０） ２１（１００．０） ２０１（１００．０） １１２（１００．０） ３３６（１００．０）

余 水 吐

老朽度大 ０（ ０．０） ０（ ０．０） １２（ ６．０） １８（１６．１） ３０（ ８．９）

老朽度中 ２（１００．０） １１（５２．４） １０５（５２．２） ６６（５８．９） １８４（５４．８）

老朽度小 ０（ ０．０） １０（４７．６） ８２（４０．８） ２４（２１．４） １１６（３４．５）

余水吐なし ０（ ０．０） ０（ ０．０） ２（ １．０） ４（ ３．６） ６（ １．８）

総 計 ２（１００．０） ２１（１００．０） ２０１（１００．０） １１２（１００．０） ３３６（１００．０）

表１５ 継続ため池の施設老朽度（Ⅱ）
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老朽化の進展は、地域のため池水利にとって、重大な問題をはらんでいるといえよう。

町内各地区の共有池が、同じ池を利用する農家集団（ため池水利集団）によって管理

されてきたこと、そして農家集団の活動が地縁単位の共同性、いわゆる集落機能を基盤

としていること等も、すでに述べたとおりである。共有池の施設にみられた老朽度の上

昇は、ため池の利用・管理者たる農家集団の機能低下、農家どうしを結びつけてきた集

落機能（共同性）の減退を意味していると解釈すべきであろう。

本稿では、昭和５７年（１９８２）時点の旧ため池調査表の分析を通じて、歴史的に継承さ

れて来た水利組織の強固性を確認した。１９年後の平成１３年（２００１）の新ため池調査表は、

そうした伝統的なため池水利が、地域社会の変化のなかで、大きく揺らぎ始めた実態を

明らかにしているのである。

注

（注１） 混住化の顕著な進展は、町内の農業集落における平均戸数の増加傾向に示されている。昭

和５５年（１９８０）から平成１２年（２０００）までの２０年間で、２．４倍もの増加がみられた。昭和５５

年（１９８０）には、全集落の７割が農家率５０％以上であった。しかし平成１２年（２０００）には農

家率５０％以上の集落が１割を割り、全集落の６割が農家率３０％以下となった。農林業センサ

ス（農業集落調査）による。

（注２） くわしい分析としては石原（１９９２）参照。

（注３） 例えば江渕（１９９４）参照。

（注４） こうした分析視角については関（１９９０）を参照した。

（注５） 調査表は黒瀬町史の編さん資料として提供を受けたもの。本稿では未集計の調査表を整

理・集計して利用した。なお本稿は黒瀬町史編さん事業に関わる研究成果の一部である。ま

た同様の調査表によって、阿部英樹・篠原昭司（１９９６‐a）では東広島市のため池を分析した。

（注６） 二つの調査表の作成年次と整合性を持たせるため、それぞれ１９８０年と２０００年農林業セン

サスを利用した。本稿で引用した農業統計値は同センサスに基づく。

（注７） 旧調査表については阿部・木村（１９９９）でも分析した。本稿は新調査表との比較によっ

て、ため池水利の分析をより詳細に進めようとしたものである。分析の必要上から、若干の

重複があることを断っておく。

（注８） 竹山（１９５８）を参照した。これらの法的諸問題ついての見解は別れるようであるが、くわ

しくは立ち入らない。

（注９） 各施設の機能については、渓口・花谷（１９７６）を参照した。
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（注１０） 波多野（１９９０）参照。

（注１１） 江戸後期の黒瀬地域を事例とした阿部（１９９７）参照。

（注１２） この点は阿部（１９９６‐b）参照。黒瀬町内ではないが、賀茂台地のため池水利集団を事例と

している。
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